
　７月16日（木）から、普通郵
便で郵送します。
【対象】
　東海村国民健康保険被保険
者で70歳以上74歳以下の方
【有効期間】
　８月１日（土）から１年間
【古い受給者証は…】
　８月１日（土）以降に廃棄す
るか、福祉保険課へ返却して
ください。
【８月以降に70歳になる方には…】
　誕生月の翌月から有効な受給者証を、誕生月に郵送し
ます。

「国民健康保険高齢受給者証」･
平成27年度「後期高齢者医療被保険者証」
を発送します

　 ７ 月16日（木）か ら、 平 成
27年度の「後期高齢者医療被
保険者証」（保険証）を簡易書
留で郵送します。
　不在で受け取ることができ
なかった方は、７月28日（火）
の午後２時以降に、印鑑と窓
口に来る方の本人確認ができ
るもの（運転免許証･保険証
等）をお持ちの上、福祉保険
課へお越しください。

①「国民健康保険高齢受給者証」
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②平成27年度「後期高齢者医療被保険者証」

　福祉保険課（役場行政棟１階 ☎282-1711） ▽①に関
すること…国保年金担当（内線1131 ～ 1133） ▽②に関す
ること…地域医療担当（内線1134 ～ 1136）

●受診の際は、
　保険証をお忘れなく！
　保険証を忘れると診療費を全額
自己負担した上で、再度、病院に
保険証を持参して保険給付分を清
算してもらうことになります。病
院に出掛ける前には、保険証･診
察券･お薬手帳を持ったかどうか
を確認しましょう。

●年に一度は健康診断を
　受けましょう！
　生活習慣病（心筋梗塞･脳卒中･
糖尿病･高血圧等）が発症するまで
には、15 ～ 20年かかるといわれ
ています。自覚症状がなくても、
忙しい人ほど健康診断を受けるよ
う心掛け、早期発見･早期治療に
つなげましょう。

●家計にやさしいジェネリック医
薬品を積極的に使いましょう！

　ジェネリック医薬品希望カード
は、福祉保険課窓口（２番）で配布
しています。

保険証等に関する大切なお知らせです！

医師や薬剤師に
見せればＯＫ！

問い合わせ

（青色）
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